
大
軍
国
年
六

M-
一
十
一
同
筋
三
栖
'
偲
魯
錫
車
内
毎
昭
一
闘
↓

n量
行
匂

巷.江戸卜ニ第事..-'-
F、境

;fO;-膏畳口-月三土→-d司三田章来日開ヨ

品

調

畿

意

地
租
に
於
け
る
累
進

運
賃
責
措
力
の
表
現
口
川
容
積
と
重
量

平
均
生
産
力
説
に
つ
い
て

坦

砿

常

犯

貨
幣
筒
値
決
定
原
理
の
一
考
山
丹
市

日
サ
川

H
九
百
円
い

H山
主
主
町
一

1
1
1
d
甲
山
『
品
、

w

u'j一
一
ド
ノ
ソ
日
p
-
I
L
J
F
H什

U
V
B
E
J旧
小

L

J

明
治
政
府
の
貸
附
金

認

同

噛

演

岡
民
的
産
業
ご
し
て
の
生
糸

掛

町

惜

錦

雌

地
方
税
不
動
産
取
得
税

噂
川
斗
市
士
族
の
就
産

統

計

扮

稿

抄

株
債
指
数
に
就
い
て

屯
柄
引
刊
外
閥
純
済
雑
誌
主
要
論
題

臨

問

錦

嶋

本
誌
第
二
十
九
巻
網
目
録

法

崇

博

士

制
枠
制
明
博
士

士川崎
ι

て砂

i

ー

;
1

一

組

州

都
4
4

制
桝
問
中
I

相
桝
問
中
仁

J

E

-

-

l

a

r

l

 

-
F
-

制
岬
州
事
ヂ

i

脚
内
申
七

山
川
市
下
博
十

組
持
品
γ

士
禁

鱒

載

神

戸

正

雄

小

島

昌

太

郎

両

町

保

局

柴

阿

故

山

一

川

本

融

古

川

秀

造

勝

t1r 

主主財据安

田高Jiil田

』谷熊静 f呆元

雄 ifl蔵七



主主

燐

言論

叢
第
二
十
九
容

可・
4

」、baU
2
Jノ
由

(
壇
場
蝿
面
七
持
困
惑

昭
和
四
年
十
二
月
特
行

='、

=爾

叢

地

干fl

方を

u 
る

果

主E

h
p
 

一
而
伊

戸

正

対E

最E
U 

(
本
輔
の
日
的
)

第

r~ 

)

)

)

)

)

)

 

土
地
巣
地
識
柑
白
川
山
士
一
地
利
比
例
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公
正
心
且
地
い
臨
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(
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品
二
此
l
地
損
起
料
枯
山
口
』
山
三
品
川
油

X
U
削
右
山
罫
芯
に
航
る
も
白

A
共
単
純
な
る
も
の
い
砂
き
段
階
に
於
け
る
組
過
忠
越
と
す
る
も
内
ろ

(

(

(

{

 

持
祉
に
各
定
一
砧
金
額
を
却
す
@
も
の
は
各
融
貼
M
M
平
山
令
都
に
各
別
心
結
半
量
組
川
す
る
も
の
、
同
別
裂
の
控
除
制
を
定
め
る
も
の
ほ
一
別
誕
の
五

(

(

 

)

)

)

)

 

山
中
止
迎
川
す
る
も
の

B
H本
舶
に
也
加
砧
を
併
却
す
会
も
の
い
比
例
品
川
枕
と
す
る
も
由
ろ
畢
超
近
加
枕
と
す
る
も
白
ー
ニ
特
昧
累
匙

A
土
地
白
管

(

[
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(
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)

)
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川
町
占
訟
に
上
る
尚
北
品
枯
し
白
刊
と
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刊
ろ
一
在
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地
五
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不
作
地
主

B
土
地
山
川
叫
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よ
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定
時
一
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柑
L
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利
川
促
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特
別
脈
拍
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刷
抽
2
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川
白
速
な
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白
(
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特
別
制
措
ゐ
抑
脱
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一
叫
す
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の
り
特
別
草
措

l
密
修
川
地
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不
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川
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内
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級

2SE 
去差
昔 議 地
)枯刺

(D) に

繋於
聞け
ιふ

る
1志 望
め逼
ι〉

義
等
胡ミ
平E
) 

第
二
十
九
巻

七
九
の

第
六
腕

諭

叢

結
論

緒

>=1 

由
来
、
地
租
的
税
率
ピ
ヤ
へ
ば
、
立
(
は
比
例
に
定
ま
っ
た
も
の
、
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
居
る
(
註
一
三
然
る
仁
地

組
一
炉
段
々
己
、
吹
徒
悦
か
ら
し
工
部
分
財
産
枕
に
、
又
は
部
分
所
得
枕
に
師
団
化
し
っ
、
ゐ
つ

τ(銚
ニ
)
、
随
ム
工
は

又
、
段
々

Z
比
例
率
仁
甘
ん
じ
な
い
で
、
旧
抽
巡
卒
を
採
り
入
れ
る
傾
向
を
示
し

τ居
る
(
詰
三
)
。
特
に
近
代
的
な
る

能
力
原
則
的
精
密
な
る
考
袋
が
行
は
れ
、
一
凪
曾
政
策
上

ω深
刻
な
る
考
慮
が
抑
は
る
、
に
随
ひ
て
は
、
盆
々
此
地

租
に
も
累
進
を
適
用
し
た
い
正
い
ふ
考
が
盛
ん
に
な
っ

τ来
る
。
今
日
ま
で
の
蕗
で
は
、
ま

r鶴
来
内
考
が
支
配

L
て
居
る
け
れ
ど
も
、
段
々
ご
北
方
仁
進
み
つ
、
あ
る
の
は
事
・
貨
で
、
事
説
じ
も
此
が
認
め
ら
れ
・
立
法
例
仁
も

師
同
仁
可
な
ち
多
〈
此
傾
を
見
せ
て
居
る
o

我
邦

ω新
立
法
も
此
鮪
仁
つ
い
て
は
仰
は
沓
式
共
催
で
ゐ
る
が
、
割
払
は

多
少
此
貼
に
つ
い
て
考
直
し

τ見
る

ω
必
要
な
き
ゃ
ピ
思
ふ
の
で
、
卸
+
勺
我
邦
立
法
家
の
詑
怠
を
促
官
べ
〈
、
枠
拡

に
故
て
此
一
文
を
作
る
。

例
之
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ

1
は
、
私
枇
呆
遊
山
考
は
地
机
に
は
知
ら
れ
な
い
。
土
地
所
布
の
大
小
に
刷
係
た
(
、
松
山
中
が
同
一
に
止
ま

る
と
い
ふ
@

(
陸
-
)

(
駐
ニ
)

へ
ツ
ケ
ル
は
，
人
H
H

挺
此
的
に
体
来
し
た
耐
に
品
目
吋
る
収
益
粧
と
し
て
の
地
租
を
士
〈
股
止
し
て
、
之
を
-v
士
山
倒
倒
JU4
帳
白
基
礎
山
上
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に
、
昨
分
財
鹿
及
柑
完
枕
に
組
問
加
し
得
と
錯
し
、
-
へ
ヲ

7

エ
ル
デ
λ

は
、
今
日
、
地
租
は
瑚
面
積
又
は
所
得
柑
白
静
止
探
る
と
い
」
て
居
る
。

(
駐
=
一
)
ヱ

1
4
ル
ヒ
同
、
近
版
、
枇
合
同
感
情
白
血
泊
目
下
に
、
牧
益
柑
値
一
品
を
冶
ワ
凶
に
で
も
、
黒
地
中
を
採
っ
た
と
き

ι、
共
位
、
各
倒
山

牧
誼
祉
を
部
分
所
初
枇
に
縦
形
し
、
之
と
附
聯
さ
せ
る
と
と
に
よ
り
て
由
み
可
簡
で
あ
づ
た

2
幼
L
、
.
7
w
イ
ヤ
ー
も
、
泣
川
代
に
於
て
、
地
初

出
部
分
州
産
柑

D
I向
に
持
達
す
れ
ば
す
る
ほ

r、
ー
は
所
持
仲
的
以
川
に
近
づ
げ
ば
近
づ

f
日

E
、
此
に
で
極
々
多
〈
、
山
帆
柑
負
鳩
山
差
等
誠

粧
が
行
は
る
λ

こ
と
に
な
っ
た
と
い
ふ
。
仙
又
、
プ
ロ
イ
ヤ
ー
は
、
別
の
凪
に
て
、
一
般
所
得
枯
且
単
越
川
庫
融
自
成
形
・
と
扱
行
し
て
、
此
叫
見
守
旧

枇
に
於
け
る
松
山
中
山
M
品
川
封
、
地
租
に
も
採
用
さ
る
λ

と
と
誌
な
っ
た
と
い
ふ
て
肘
る
。

.fi~ 

段

土
地
累
進
課
税
の
理
山

何
故
に
近
頃
、
地
砲
に
も
採
準
金
採
用
す
る
に
至
っ
た
か
。
其
eT
考
へ
る
前
に
何
故
に
従
来
、
地
税
に
比
例
合

嘗
然
E
考
へ
た
か
か
ら

L
て
考
察
し
て
見
る
o

一
地
租
比
例
の
理
由

A
H
公
正
の
見
地

ん
い
勝
龍
谷
卒
1
1
1
地
租
に
比
例
を
静
岡
然
ピ

L
た
の
は
某
は
主
己

L
て
は
、
此
が
一
の
牧
盆
税
正

Lτ
、
物
枕

Z
L
τ
、
物
を
見
て
人
を
見
字
、
各
筒
の
地
片
に
就
い
て
、
共
を
各
制
的
に
叉
答
制
的
に
見
て
課
し
た
の
で
、
ゐ

る
か
ら
で
あ
る
(
詰
問
)
。
若
も
比
に
累
進
を
課
す

F
Lた
な
ら
ば
、
英
時
に
は
各
地
片

ω伺
低
の
大
小
に
依
h
τ
累

進
ご
し
て
は
、
脊
し
〈
土
地
か
ら
大
な
牧
九
州
又
は
所
得
を
事
げ
つ
、
も
、
大
な
地
片
を
少
数
に
有
つ
人
正
、
小
苫

論

駿

第
一
一
十
九
巻

地
租
に
於
け
る
閉
め
並

七
九

第
六
観
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論

議

地
租

ι於
け
る
車
通

第
二
十
九
魯

七
九

第
六
観

回

な
地
片
を
洋
山
に
布
つ
人
正
の
間
に
負
据
ゆ
不
必
-AT
を
生
す
る
か
ら
、
某
は
採
れ
な
い
。
で
其
は
各
人
に
就
い
て

共
人
に
脱
す
る
(
ご
い
ふ
て
も
自
然
人
の
一
人
一
人
に
つ
い
て
ご
い
ふ
の
で
な
〈
.

一
家
族
を
単
位
己
し
ゃ
う
)
凡

べ
て
の
土
地
(
又
は
同
組
土
地
、
例
之
、
回
畑
正
か
宅
地
ご
か
に

τ各
別
に

τ)を
集
計
し
て
、
其
償
他
的
大
小
に

J
り

τ回
抽
迩
ご
す
る
の
列
な
い
が
、
並
(
れ
仁

ιて
も
、
各
人

ω土
地
仁
於
り
る
国
間
他
的
大
小
川
り
み
か
ら
累
進
ご
す

る
ご
き
に
・
土
地
以
外
の
所
得
又
は
財
産
山
一
大
小
が
無
制
せ
ら
れ

τ、
比
九
の
縛
め
極
力
に
謝
し
て
不
日
常
中
正
い
ふ

町
二

4

よ
h
〆
は
ず

b
o

;
1
1
4
t
 印
ら
叩
ピ
い
J
A

人
は
土
地
担
ら
碕
岡
山
り
所
得
を
牧
め
、

併
し
応
外
に
何
壮
一
寸
山
川
得
4T
俗
化

的
似
の
に
、
乙
ピ
レ
ふ
人
は
土
地
か
ら
僅
か
仁
一
千
回
し
が
所
得
を
捧
げ
ぬ
り
れ
ど
も
・
有
償
諮
品
分
hr-h
百
十
品
岡
山

所
制
を
牧
め
る
と
い
ふ
芭
き
に
は
、
甲
は
乙
に
比
し
て
金
値
上
、
曲
出
力
が
割
合
に
小
い
の
で
あ
る
的
に
も
拘
ら

十
、
土
地
的
探
遊
説
秘
か
ら
し
て
は
制
〈
日
に
重
い
率
が
通
用
せ
ら
れ
る
こ
己
に
な
る
ご
い
ふ
不
都
合
を
見
る

F、
百長

百
)
。
叉
、

叩
乙
一
一
人
が
同
額
の
例
之
、

一
高
圃
ゆ
所
得
を
奉
げ
る
ご
し
て
も
、
叩
は
土
地

ωみ
か
ら
之
を
皐
げ
、

乙
は
土
地
以
外
の
色
b

の
も
の
た
b
之
を
皐
げ
、
隣
っ
て
土
地
か
ら
し

τは
唯
だ
一
千
回
し
か
血
中
げ
ぬ
ご
い
ふ
ピ

き
に
も
、
土
地
の
掠
遊
説
枕
に
よ
hJ
て
は
‘
甲
が
池
蛍
に
重
い
u

滋

-ee謀
せ
ら
る
、
ご
い
ふ
こ
ピ
に
な
る
(
誼
穴
)
O

で

地
視
に
て
は
強
白
て
此
は
な
不
公
平
可
飽
を
有
つ
人
工
的
の
累
進
に
出
で
る
よ
り
は
、
最
自
然
的
な
る
客
倒
的
な

る
比
例
の
方
が
穏
蛍
だ
ご
い
ふ
-
』
ご
に
な
る
。

(
能
回
)

前
謹
一
歩
間
u

向
丘
、
グ
ル
ン
ツ
忌
ル
は
、
地
机
に
て
は
人
的
事
仙
心
考
肱
(
所
得
税
が
兎
拍
動

A
累
匙
に
て
行
ふ
苧
う
な
)
は
不
可
能
だ



と
鳩

L
、
ロ
ツ
ツ
も
、
地
租
で
は
累
匙
を
迎
用
す
る
由
討
組
側
「
た
一
い
。
何
ず
と
な
れ
ば
此
祉
の
賦
課
内
技
術
に
て
士

f
制
人
的
給
刊
能
力
が
考

〉4
 

掛
さ
れ
む
い
か
ら
と
い
ふ
。

刷
、
山
{
取
持
拾
に
て
累
越
の
行
は
れ
難
告
と
」
に
つ
い
て

ω
甜
撃
者
の
態
度
は
、
仙
の
皆
業
蹄
に
於
け
る
黒
色
に
て
示
し
た
祖
リ
て
あ
る

E
B
 

4
a
j
h
u
 
u
ツ
シ
ア
ー
も
、
牝
続
税
に
て
紅
累
地
瓜
川
白
油
川
に
つ
い
て
は
唯
判
外
的
に
の
み
考
へ
ら
る
、
を
停
と
同

L
、
7

オ
ツ
ケ
曜
、
収

街
枯
に
単
匙
を
日
行
す
べ
き
右
訟
な
し
。
泉
地
は
牝
盆
祉
に
て
は
品
川
世
て
な
い
G

此
が
所
得
祉
に
委
ね
ら
る
h

を
ね
と
伐
し
、
プ
ロ
イ
ャ

I
4
、

非
取
的
に
、
成
形
さ
れ
た
牧
盆
祉
に
闘
す
る
だ
け
で
は
、
純
粋
な
る
比
例
結
中
が
叫
へ
ら
れ
た
も
の
だ
と
釘
L
、
プ
レ
ー
ン
も
、
草
地
は
崎
町
的

に
は
、
出
詩
人
枯
に
の
み
越
川
せ
ら
る
誌
を
判
る
。
則
此
枯
が
川
訂
者
を
凧
み
な
い

T
、
物

ω
I一
に
認
せ
ら
る
L

と
き
に
、
ω
地
主
は
行
は
れ
ず
と

s
 

幼
ナ
。

セ
リ
グ
マ
ン
は
、
不
肋
位
。
大
凡
の
所
有
者
が
小
土
地
所
布
骨
よ
り

L
給
付
能
力
山
一
同
町
小
V

こ
と
が
あ
刊
川
口

J
0
0
H
U
的
行
出
依
宥
j

G
 

m
り
も
一
居
小
さ
い
動
産
配
布
う
が
斜
め
に
と
い
ふ
。

「
註
五

(
駐
穴
)

セ
リ
ク
マ
ン
自
分
科
所
初
枇
山
県
越
の
不
公
平
の
説
明
が
之
に
判
る
“
日

4
、
似
り
に
町
布
地
が
第
一
の
一
両
県
に
町
分
ニ
を
叫
し
、
主
尚

一
院
殉
を
榊
加
す
る
毎
に
百
分
一
を
加
山
る
も
の
ー
と
す
れ
ば
、

A
が
王
内
各
の
抑
制
か
ら
均
等
に
一
一
品
拘
づ
っ
山
所
作
を
砕
げ
、
合
計
五
両
弗
た
れ

ば
、
凡
ベ
て
白
狐
か
ら
の
所
出
に
百
分
ニ
づ
可
一
を
捌
ひ
、
合
計
千
婚
の
稔
に
て
消
む
こ
主
に
な
る
。
然
る
に

B
J
F
同
嗣
(
五
時
帰
)
の
所
持
を
唯

〉7
 

一
回
掠
か
ら
器
「
る
と
き
は
、
其
計
四
弗
に
百
八
万
六
を
迎
用
し
て
、
三
千
弗
を
抑
ふ
と
&
に
な
る
。
此
白
如
曽
不
公
平
日
記
ぷ
べ
か
ら

F
と。

ろ
臆
盆
日
常
卒
|
|
地
租
に
於

τ、
例
之
、
地
方
枕
の
場
合
的
や
う
に
利
盆
原
則
加
味
の
行
は
る
、
に
け
に

τ

は、

U
し
ろ
比
例
が
歪
世
間
だ
正
い
ふ
こ
ご
も
あ
る
。
り
れ
ど
も
・
立
(
は
地
方
税

rけ
の
事
で
ゐ
b
、
ま
た
其
仁

τ

も
軍
に
加
味
さ
る
、
粍
度
的
事
柄
で
ゐ
る
か
ら
、
あ
ま

h
重
き
を
泣
〈
べ
き
も
の
で
は
な
い
o

B
謀
枕
技
術
上
の
見
地
(
随
っ
て
結
局
は
公
平
の
見
地
)
|
ー
か
ら
し
て
、
仮
h
に
地
租
を
累
進

Z
L、
或
人
叉

論

叢

五

地
租
に
於
け
る
累
通

第
一
一
十
九
谷

七
九

第

観

Brii.llcr， GruQ(ト
9rullh:d， Fw. S. 59. Lotz， F~'. S. 25:. 
Roscher， Fw・5Au刊I.S. 448. V()cl、(~， l'¥¥'. S. 277・
steLler. S. :~50. P!ehn， P. f. 5 ed. JJ. 96-9i 
Seli目nan.Pmgressive t乱xation.2 ed. p・307.
Seligmぉn.1. c~. p. 312 
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前

議

第
二
十
九
魯

七
九
四

地
租
に
於
町
る
累
姐

第
六
鋭

"~ ，、

は
或
・
援
に
嵐
す
る
凡
ぺ

τの
土
地
又
は
同
級
類
の
土
地
密
集
計
し
亡
、
其
酬
明
値
の
大
小
に
膳
じ
て
累
進
Z
す
る
己

き
に
は
、
人
が
共
土
地
を
他
人
的
名
義
の
も
の

=
L、
土
地
所
布
を
分
散
す
る
こ

Z
仁
よ

h
て
.
低
き
開
部
準
率
・
を

適
用
せ
し
め
‘
遮
肱
を
計
査
す
る

?
-
E
に
な
る
c

而
か
も
課
税
技
術
上
、

之
を
防
ぎ
ゃ
う
が
な
く
、
随
つ
て
は
立

法
者
的
期
待
に
反
し
た
不
公
手
な
る
負
館
正
な
る
。
だ
か
ら
之
を
避
け
る
斜
め
に
比
例
に
し
ゃ
う
ご
い
ふ
の
で
あ

る
。
如
何
に
も
比
は
起
hJ
得
る
こ
ご
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
人
名
義
に
移
す
ご
い
ふ
一
」
己
は
可
な

b
仁
危
険
の

件
ふ
こ
正
で
あ
り
、
質
際
そ
ん
な
仁
、
多
(
は
行
は
れ
ぬ
で
め
ら
う
c

兎
に
角
も
此
貼
-f
者
応
仁
入
れ
る
ピ
s
J
d

は
、
緊
遜
よ
ち
は
比
例
の
方
が
採
る
べ
き
も
の
江
ご
い
へ
る
o

二
地
租
民
進
の
理
由
|
|
抑
々
地
租
に
累
進
の
行
は
る
、
に
至
っ
た
の
は
、
此
は
前
じ
も
一
一
手
し
た
ゃ
う
仁
、
作
却

が
部
分
財
産
税
、
部
分
所
得
税
に
成
形
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
に
囚
る
げ
れ
ど
も
.
又
一
一
陶
か
ら
い
ふ
正
、
申
骨

し
く
股
議
枕
中
に
司
、
夙
に
勤
勢
牧
盆
税
、
資
本
利
子
枕
に

E
先
づ
以
て
開
前
進
が
行
は
れ
化
、
民
が
次
第
に
地
粗

に
も
及
ぼ
さ
れ
る
こ
己
に
な
っ
た
の

rご
も
い
は
れ
得
る
(
註
七
)
。
其
は
此
累
進
採
用
に
つ
い
て
の
沿
革
的
の
事
由

で
あ
る
が
、
真
に
進
ん
で
之
が
理
論
的
め
根
鵠
を
分
析
し

τ見
ゃ
う
o

(
註
七
)

プ
ロ
イ
ヤ
ー
は
、
制
地
支
分
邦
に
て
琵
民
し
た
る
牧
証
枕
が
思
議
拍
車
由
背
及
の
促
匙
者
主
立
っ
た
。
特
に
十
九
枇
犯
の

t
中
に
於
げ
る

給
料
A
勢
働
報
酬
粧
が
此
数
民
の
措
内
向
者
と
な
り
、
一
部
、
は
倫
々
多
〈
押
印
分
所
借
地

O
U向
に
温
み
た
る
費
十
件
位
又
は
資
本
利
子
砧
も
が
此
に
民

ぉ

献
し
た
と
い
ふ
。

13，λUei， Unwisse und Untersuclmnger】 ZUeinl~r I..ehre ¥'Olll 5teuertarif， 

S. 128 
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A
膳
館
公
一
中

ω見
地
ー
ー
ー
に
於
て
‘
土
地
内
各
片
に
就
い
て
累
進
課
税
を
し
て
は
不
公
平
に
が
・
阪
に
或
度
ま

で
人
的
に
、
的
も
成
人
又
は
家
に
属
す
る
凡
べ
て
の
土
地
又
は
岡
純
土
地
を
集
計
L
て
、
共
倒
侃
の
大
小
に
臆
じ

て
累
進
課
枕
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
戒
皮
ま
で
其
が
公
平
仁
泊
ふ
ピ
骨
m
L得
る
o

郎
、
も
土
地
を
或
度
以
上
に
多
〈
有

つ
入
、
或
度
以
上
り
大
な
侭
他
に
上
ば
る
土
地
を
有
つ
人
は
、
仮
令
他

ω一
政
か
ら
何
等
の
所
得
を
邸
中
げ
宇
古
し

τ

も
、
其
大
川
目
伯
の
士
地
開
係
に
り
か
ら
で
も
、
前
仁
相
賞
ド
ド
大
な
能
力
を
布
つ
人
ピ

L
t
良い
r
o

そ
し

τ戎
度
以

下
吋
小
刷
倒
他
の
土
地
し
か
持
に
的
人
は
、
別
に
土
地
以
外
の
大
所
借
訴
を
も
併
せ
持
つ
ご
い
ふ
こ
ご
も
あ

b
得

品
、
陥
っ
て
必
す
し
も
比
峻
的
小
さ
な
憶
力
し
hr
侍
花
山
ご
は
い
へ
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
が
土
地
以
外
り
も
の
を

有
っ
て
も
、
共
が
め
ま
ふ
り
大
な
も
の
で
な
い
古
い
ふ
こ
己
も
あ
h
得
る

L
、
叉
土
地
以
外
に
全
〈
何
も
の
も
財
源

を
一
付
花
町
出

J
V

」
い
ふ
・
】
正
も

b
っ
て
、
随
っ
て
其
人
の
全
館
の
能
力
の
小
い
こ
之
が
少
(
な
い
。
だ
か
ら
地
租

ω累

進
.
郎
も
土
地
所
有
の
み
に
於
け
る
累
進
は
、
人
の
全
能
力
を
姻
ん

r場
合
ほ
ど
に
、
能
力
の
大
小
を
推
定

L
得

宇
・
随
つ
工
其
場
合
の
累
準
は
ど
に
は
異
に
公
平
で
ゐ
る
ご
い
w

へ
な
い
じ
し
て
も
・
或
皮
土
で
其
仁

τ能
力
内
大

小
を
推
定
し
得
ら
れ
、

之
に
J

b
て
或
皮
ゆ
↓
公
平
が
得
ら
れ

τ居
る
ご
し
て
・
民
い
(
謹
入
)
O

叉
此
に
於
け
る
累
進

ω

後
半
が
、
全
き
人
的
能
力
を
摘
ん
に
場
合
の
累
進
の
会
手
に
比
し
て
劣
る
も
り
、
ゐ
る
山
一
は
見
落
し
て
は
な
ら

十
、
多
少
大
ま
ん
仰
な
日
山
手
ご
し
な
げ
れ
ば
な
ら
旧
制
。
だ
か
ら
し
て
芝
田
前
進
り
段
階
は
比
般
的
少
数
り
も
山
で
な
〈

て
は
な
ら
な
い
。

論

議

地
租
に
於
付
る
果
鎚

第
二
十
九
谷

七
・
九
五

第
大
観

七



論

第
二
十
九
答

;¥. 

第
六
硯

軍E

地
和
に
於
け
る
累
地

二
し
ず

J
1
4
ノ
プ

(
甚
八
)
一
戸
ツ
ヲ
師
、
地
組
が
全
く
資
本
山
断
科
を
畝
枯
し
且
ワ
廿
叫
が
人
的
事
仙
を
考
慮
す
る
と
き
に
は
、
此
が
民
…
討
に
は
、
川
住
枕
白
日
比
を
有

し
、
思
辿
部
批

E
E
山
田
と
す
る
こ
と
に
な
る
k
犯
し
、
そ
れ
か
ら
7

イ
ス
テ
ン
ク
位
、
股
枠
耐
の
酌
哨
加
と
引
に
、
刺
骨
及
給
付
抗
力
の
昨
日
酔
土
る
か

〉

。

ら
、
松
盆
批
山
中
山
梨
誕
的
成
形
(
下
か

υ上
に
、
上
限
ま
ず
綬
か
に
上
ぼ
る
所
内
)
が
勘
め
ら
る
込
と
話
す
が
、
限
り
設
中
、
利
益
出
山
払
l
ぼ
る

t

と
す
る
山
は
泊
ら
由
。
た
V
能
力
山
度
目
、
収
益
的
大
と
な
る
に
随
ひ
誠
枕
皮
ま
て
上
正
る
と
い
Y

ふ
じ
と
は
首
作
目
さ
れ
る
。

)
 

口
一
則
白
政
策
上
山
一
見
地
|
|
上
に
い
γ

ふ
ゃ
う
じ
地
視

ω掠
地
は
能
力
胤
則
か
ら
も
一
郎
は
説
明
が
つ
〈
付
加
恥

Y
一

(
 

も
、
何
は
V
」
が
徹
底
セ
快
(
嫌
が
ゐ
品
。
併
し
此
に
批
曾
政
策

k
ω
事
由
を
つ
り
る
正
当
に
、
可
な
り
に
弧
カ
な

る
時
誠
説
hvo
児
山
す
酢
』
子
宮
得
品
。
戎
人
又
は
中
部
に
脱
す
る
凡
て
亡

ω土
岨
叉
は
同
楠
土
地
の
倒
悩
州
大
小
じ
よ

h
J
τ

の
累
進
は
・
貨
に
土
地
の
粂
併
を
抑
制
す
る
ピ
い
ふ
枇
品
目
政
策
上

ω数
川
市
を
有
っ
。
土
地
は
貨
に
川
合
に
於
り

る
共
に
て
も
、
都
曾
に
於
り
る
共
に
て
も
、
其
が
少
数
人
に
集
中
す
る
こ
ピ
は
枇
曾
上
望
ま
し
く
な
い
。
之
を
累

進
謀
税
に
よ

b
て
何
ほ
ど
が
緩
和
可
る
ご
い
ふ
こ
ご
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
富
九
)
O

其
他
・
此
土
地
に
う

ντ

は
不
在
地
主
は
在
住
地
主
よ
・
り
も
望
ま
し
か
ら
5
る
も
の
ご
し
て
、
此
に
も
差
等
謀
枇
を
殺
し
、

的
も
之
に
つ
き

特
殊
累
進
を
行
ふ
理
由
が
め
る
し
(
註
一
O
)
、
更
に
自
作
は
小
作
よ
り
も
越
む
べ
き
も

ω
t
L
て、

よ
り
制
収
〈
割
問
税

す
る
的
理
由
が
ゐ

h
、
郎
ち
弦
に
も
一
の
特
殊
綜
進
が
行
は
れ
て
良

γ
(桂
三
も
そ
れ
か
ら
天
災
地
縫
に
よ
っ
て

不
利
を
一
被
っ
た
土
地
を
然
ら
さ
る
土
地
よ
り
も
軽
率
に
す
る
ピ
い
ふ
の
も
、
枇
曾
政
策
の
見
地
か
ら
し
て
常
然
で

あ
る
。

(
位
九
)

。

一一ユ

1
ジ
I
ヲ
シ
ド
、
及
米
岡
山
オ
ク
ラ
ハ
マ
針
の
黒
色
地
租
は
主
と
し
て
此
日
的
を
有
っ
て
討
っ
た
心

誌
胡l

N itti， Principes (tl乳cluitpar Freund). II. p. 29-，30. Fui5ting. Grl1ndμ'ge 

der Steuerlehre. S. 39T 

Lotz， a目 a.Q. S. ]o:!. Seligman， 1. c. p. 117' Jensen. P. f. p. 293 

~97. 432. HUl1ter. P. f. p. 21)4- l¥1il1河， T;p::川 10日 ini¥ustr孔lia.p. 135 
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仙
ほ
、
此
土
地
銑
併
口
抑
制
に
は
枇
合
政
策
上
の
み
な
ら
ず
、
総
岬
政
策
上
山
考
雌
も
加
は
っ
て
府
る
。
-
ッ
チ
は
之
に
つ
き
、
工
業
に
て
は
桔

合
共
同
出
生
産
申
一
一
世
の
設
民
を
可
能
と
す
る
D
に
、
川
合
の
大
土
地
所
有
は
之
江
異
リ
、
行
々
に
し
て
最
良
及
川
恥
岨
叫
な
る
生
市
山
形
式
を
去

は
さ
な
い
と
い
ふ
に
於
で
、
散
ん
ペ
以
て
地
組
内
閉
単
品
叫
が
詐
古
る
弘
之
い
ふ
司
乱
射
る
。
〉

法
洲

A
一

『

晶

1
ゾ
l
ヲ
ン

V
山
地
租
に
は
一
部
、
比
日
的
出
存
し
て
居
る
。

脱
に
ア
ダ
t
A

ス
ミ
λ

が
、
地
主
が
自
ら
其
土
地
由
一
部
を
耕
す
と
き
に
は
、
之
に
相
訴
の
滅
枕
が
許
ざ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
ふ
た
凶

(註一

O
)

(
佐
一
己

)
 

C
純
済
政
策
上
の
見
地

l
l即
位
僚
政
策
叉
は
特
に
生
産
政
策

ω
児
地
か
ら
し
て
、
土
地
の
碕
鋭
の
問
に
、
或
も

(
 

の
h
f
叫
一
ま
し
き
も
の
ご
し
、
他
の
も

ωを
望
ま
し
が
ら
A
V
ご
す
る
こ
ご
が
あ
ち
、
防
ム
て
此
附
に
差
等
制
税
、
陥

ム
て
丸
、
特
川
仰
の
川
市
巡
の
納
め

lh
品
、
山
、
ど
が
あ
わ
件
L
o
例
之
、
改
向
山
川
bfv

不
改
良
川
よ
b
も
抑
制
!
五
一

問
地
(
不
利
川
地
)
を
川
村
川
地
よ
り
も
首
謀
し
詮
一
三
、
殖
林
地
を
永
純
的
に
又
は
一
定
期
間
.
W
M
大
に
説
枕

l
、

開
拓
又
は
閥
俊
地
を
一
定
期
間
緩
い
r
に
課
税
し
、
開
拓
又
は
利
用
の
早
き
も
の
に
共
的
後
れ
た
る
も
の
よ
し
り
も
騨

〈
課
税
す
る
が
如
き
詰
一
凶
)
で
ゐ
る
。

(
陸
士
一
)

ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、
ハ
品
目
巾
に
で
、
祖
例
時
経
済
的
助
務
。
執
酬
で
な
い
と
澄
明
さ
る
λ

を
得
、
随
，
A

て
掛
か
る
削
務
回
目
鉛
を
緋
作
す

る
に

ι裂
な
ら
ざ
る
部
分

E
阿
川
す
る
こ
と
が
可
能
な
る
と
き
に
は
、
生
産
を
打
撃
す
る
こ
と
な
〈
し
て
、
此
部
分
を
謀
砧
ナ
る
を
得
る
臼
側

之
、
不
改
良
土
地
の
剖
仙
出
、
期
市
者
に
よ
り
て
此
に
佳
か
れ
た
る
仕
事
又
は
資
本
に
魁
し
な
い
冒
と
い
ふ
川
ハ
ン
タ
ー
は
、
ほ
洲
の
或
も
白
に
て

4
 

は
(
佐
段
に
例
が
山
る
)
、
民
柴
山
設
展
を
提
帥
す
る
目
的
に
て
改
此
が
枯
か
ら
艶
ぜ
ら
れ
て
尉
る
と
い
ふ
。

ス
タ
シ
プ
は
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
白
問
地
軸
案
を
詳
し
て
、
此
出
水

t
蹴
け
げ
続
〈
ほ
ど
、
人
民
自
多
数
の
も
白
ミ
利
証
は
一
府
大
と
な

る
と
い
ふ
て
居
る
。

(
E
-
一三論

議

第
二
十
丸
笹

7L 

七
丸
七

第
六
僻

地
租
に
於
け
る
累
進

Huoter， 1. c. p. 29'-1 

Nitti， 1. c. p. 30 
Lotz. a. a. b. ::;. 302. Jensen， 1. c_p. 297 
A. Smith目 Wealthof ~ations. V. II.-Jj 

Robinson. P. f.， p. 64- Hunter，' 1. c. p. 294 
Sunnp， The fundamental principles ()( tax;ltioll. p. 183 
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論

議

O 

地
租
に
於

η
る
閥
単
通

第
二
十
九
巻

七
九
八

第

鵠

描
領
キ
ヤ
ウ
ナ
ヤ
ウ
に
て
、
話
時
此
府
か

ι摘
下
げ
ら
れ
た
士
地
出
-
定
期
川
に
建
築
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
、
ー
は
許
可
峰
刊
と
見
ワ

〉

た
辿
築
を
し
た
と
告
に
は
、
枯
を
向
め
る
乙
と
L

し
た
。

(
陸
-
四
)

D
道
義
上
の
見
地
1
1
此
は
見
慌
に
よ
り
て
は
枇
曾
政
策
上

ω見
地
の
中
に
合
む
ご
も
い
は
れ
ゐ
が
、
併
仁
又

之
ev-
別
筒
り
見
地
ご
し

τも
見
る
叩

u
t
が
出
来
品
。
郎
も
元
来
、
土
地
は
自
然
物
で
、
自
然
が
人
類
共
同
に
典
へ

た
贈
物
で

L
h
・
或
人
仁
拠
へ
た
の
で
は
な
(
、
人
類
共
同
に
拠
へ
た
。
郎
、
ち
本
来
日
公
共
的
り
も
り
で
ゐ
h
、

数
人
的
私
有
し
濁
占
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
勿
論
、
今
日
山
一
土
地
に
は
自
然
の
共
の
上
に
人
間

ω
改
良
が
加
は

〆ぷ

)，i; 
h 

人
の
努
力
乃
軍
資
本
が
一
行
ぎ
込
ま
れ
で
も
賠
品
。
叉
人
が
土
地
e

佐
賀
取
る
ピ
き
に
、
此
土
地
本
来
の

自
然
物
た
る
も
り
、
倒
他
も
が
、

之
に
注
ぎ
込
ま
れ
た
る
改
良
の
倒
侃
吉
一
緒
仁
計
算
せ
ら
れ
て
掛
川
闘
が
支
梯
は

れ

hr
〈

τ貿
牧
者
が
仙

ω方
商
に
て
人
カ
に
よ
'
P
T
得
た
る
資
本
が
此
土
地
に
位
か
れ
た
-
』
ピ
に
も
な
b
、

土
地

ω欄
値
は
最
早
、
自
然
物
た
ら
十
し

τ、
人
工
物
に
ど
も
い
は
れ
得
品
。
け
れ
H

こ
も
其
は
全
〈
人
の
作
っ
た

縦
憐
制
度
の
結
川
市
で
あ
っ
て
・
土
地
其
も
の
、
本
来
・
自
然
物
で
あ
っ
て
人
類
共
同
~
の
贈
物
口
正
い
ム
性
質
を

打
消
す
こ
ご
は
出
来
十
、
吻
合
し
て
比
が
本
来
、
何
人
に
も
入
用
な
も
の
で
ゐ
つ

τ、
其
が
少
数
山
人
の
手
に
集
中

さ
れ
て
、
大
多
数
者
が
之
に
つ
き
少
数
者
の
柏
崎
め
に
死
命
を
制
せ
ら
る
、
ご
い
ふ
こ
ご
は
貨
に
悲
L
む
べ
き
こ
正

で
ゐ
る
。
に
か
ら
し
て
刑
合
制
度
t
し
て
も
之
が
所
布
に
は
相
蛍
的
制
限
を
可
る
こ
ピ
が
望
ま

L
く
、
随
つ

τは

枇
曾
政
策
上
、
土
地
探
進
課
税
を
糊
め
る
の
理
肉
正
も
な
る
の
に
が
、
之
を
別
ピ

L
て
、
各
人
の
道
義
正

L
τ y 主主
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も
、
人
は
元
来
、
唯
だ
経
済
上
の
利
盆
の
み
を
迫
ふ
て
は
な
ら
な
い
。
常
に
高
き
道
義
上
の
準
則
に
従
ひ
、
道
義

仁
合
し
た
る
生
活
を
借
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
見
地
仁
於
て
、
人
は
土
地
の
経
済
上
の
性
質

ω外
に
、
其
道
義

上
の
性
質
を
も
考
へ
、
之
全
共
手
に
集
中
す
る
こ
ど
佐
治
慮
し
、
般
A

ザ
越
く
ぺ
か
ら
宇

L
τ
之
を
集
中
し
た
己
し

て
も
、
之
に
胸
す
る
限
ー
ら
は
間
半
な
る
私
利
ゆ
み
で
な
く
、
成
〈
抗
公
り
利
後
を
考
へ
、
多
投
民
衆
の
利
徒
を
準
的
、

会
共
の
桶
利
を
害
し
な
い
や
う
に
使
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
憐
制
度
上
、
此
が
引
払
有
を
許
さ
れ
て
も
、
別
に

地
裁
上
負
ふ
も
内
、
少
く
な
い
こ
ピ
を
注
意
す
吋
き
も
川
り
ご
す
る
。
そ
し
て
凶
・
米
も
亦
た
此
各
人
に
於
け
る
土
地

道
義
凶
進
h
u

や
93
に
認
を
刑
ゐ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
削
も
此
鮎
か
ら

L
T
見
て
.
人
が
或
成
以
下
の
小
な
土
地
を

有
つ
山
り
は
一
肱
曾
上
他
人
の
利
盆
を
害
す
る
刷
、
ご
が
少
レ
り
れ
ど
も
‘

ゐ
ま
b
に
大
な
土
地
を
有
つ
に
於
て
は
、
在

接
間
接
に
多
〈
的
人
々
に
迷
惑
を
か
け
枇
曾
利
佳
を
損
す
る
の
傾
が
大
い
の
で
ゐ
る
o

か
〈
て
土
地
の
緊
護
課
税

が
此
土
地
に
於
り
る
所
有
者
に
、
其
道
義
を
反
省
せ
し
め
る
の
手
段
ご
な
h
、
比
土
地
道
義
を
維
持
す
る
こ
ご
に

貢
献
し
得
る
o

第

段

土
地
累
進
課
税
の
方
法

土
地
累
進
課
税
の
理
由
は
上
の
如

L
t
し
て
、
次
V
2
仁
之
が
課
税
方
法
に
は
色
々
ゐ
品
。

一
普
通
叉
は
固
有
の
累
濯
に
依
る
も
の
、
郎
も
謀
枕
楳
準
・
た
る
牧
省
、
牧
品
価
指
力
、
又
は
地
倒
の
金
額
ゆ
大
小
に

論

議

地
租
に
於
附
る
黒
通

第
二
十
九
谷

七
九
九

第
六
観



諭

議

地
租
に
於
時
り
る
累
槌

第
ニ
十
九
巷

入

O
D

第
六
抗

依
り
差
等
制
問
枕
す
る
も
の
、

人
英
国
早
純
な
る
も
の
|
|
仁
も
詳
し
〈
い
ふ
古
色
々
の
方
法
が
ゐ
h
、
業
中
に
て
も
恐
ち
〈
は
、

い
少
量
段
階
に
於
り
る
超
過
累
進
ご
す
る
の
が
(
副
一
五
)
、

も
の
で
も
あ
る
。
が
此
外
に
、

一
番
公
平
で
ゐ
h
且
つ
漣
脆
を
少
〈
す
る
所
以
の

ろ
各
階
級
的
課
枕
様
準
に
、
各
一
定
税
金
傾
を
保
す
る
こ
ご
も
出
来
、

は
凡
(
各
階
級
に
服
す
も
各
課
枇
楳
準
令
傾

ω全
き
頒
に
、
各
別
の
税
率

-wr適
用
す
る
-
』
己
も
山
本
ゆ
る

L
(訓
一

に
各
級
に
於
け
る
各
の
課
税
標
準
か
ら
し
て
各
紙
別
岡
県
の
控
除
金
額
(
課
税
同
時
準
大
な
る
ほ
ど
小
い
控
除
額

ra

‘、

を
定
め
て
)
を
控
除
し

τ其
残
高
に
一
卒

ω税
率
を
通
用
す
る
、

M
t
も
出
来
る
(
註
一
じ
)
。
或
は
、

ほ
各
級
の
各
相
附
税
様
準
に
、
各
紙
別
異
の
乗
率
(
E
一回、

も
の
に
一
率

ω税
率
を
通
用
す
る
こ
正
も
出
来
る
。

2
一
回
、

3
一回、

四
日
)
を
采
じ

t
待
た
る

(
詰
-
五
)

制
議
文
分
邦
中
山
静
魯
酉
に
於
て
、
共
由
良
川
地
に
一
九
二
七
年
法
に
て
は
地
倒
十
両
局
克
ま
で
の
に
は
、
北
第
一
山
一
商
品
克
に
は

一
千
品
克
に
ワ
き
十
和
、
・
引
心
三
高
島
克
に
は
一
千
馬
克
に
ワ
き
十
五
布
、
次
由
六
前
馬
車
に
は
一
千
鳥
克
に
つ
き
二
十
布
、
十
制
民
克
以
上

ι

て
は
、
抗
超
過
制
に
封

L
一
千
町
内
克
に
つ
吉
一
一
十
五
布
と
す
。
ヘ
ツ
セ
ン
に
て
は
、
一
九
二
五
年
訟
に
依
る
と
、
建
物
及
附
加
土
地
詐
位
、
共
闘

の
百
品
川
見
に
つ
き
十
二
布
、
共
他
山
土
地
に
あ
り
て
は
、
五
南
町
内
克
以
下
に
百
品
克
に
つ
き
二
十
四
布
、
五
町
乃
豆
寸
両
叫
克
心
部

ιは
白
山
内
克

に
つ
き
三
十
六
布
、
十
高
馬
克
以
上
白
部
に
は
百
馬
克
に
ワ
き
凹
十
布
、
と

L
、
二
商
品
立
以
下
白
財
産
に
て
は
特
に
百
馬
克
に
ワ
き
二
十
布
に
減



子。タ
ス

V

Z

ア
に
て
は
、
一
九

O
二
年
法
(
セ
リ
グ
マ
ン
に
は
一
九

O
一
一
年
と
あ
る
が
、
ミ
ル
ス
に
は
一
九

O
五
年
と
あ
る
)
に
て
は
、
五
千
砂
以
下

白
土
地
自
不
改
良
悦
値
に
は
、
一
晩
に
つ
き
牛
片
、
五
千
乃
豆
一
前
五
千
傍
白
に
は
一
時
に
つ
き
八
分
五
月
、
一
一
両
五
千
乃
五
円
高
砂
に
は
一
時

に
つ
き
山
分
一
ニ
月
、
問
時
乃
主

λ
高
時
に
は
一
砲
に
つ
告
八
分
V
1
月、

λ
高
砂
は
上
位
一
時
切
に
つ
豊
一
月
で
あ
っ
た
。
臨
が
一
九
一

O
年
K
共
杭

山
中
を
魁
M
L
、
二
千
五
百
時
以
下
の
不
改
此
士
地
一
叫
r
h

っ
き
一
月
を
山
波
動
と

L
、
間
企
避
加
し
て
、
八
両
硝
以
上
自
に
二
切
に
ワ
き
二
月
中

8
 

ま
で
却
す
る
ζ

と
に
し
た
ω

(
註
=
ハ
)

此
民
間
給
申
は
リ
ツ
ペ
デ
ト
E

ル
l
、
7

ン
ハ
ル
ト
(
戸
丸
一
一

n
年
)
、
一
九
日
七
年
以
来
の
骨
太
利
に
行
は
れ
、
叫
に
割
に
て
は
慌
時

山
訓
枯
拠
地
a

へ
の
官
僚
川
峰
山
附
加
砧
山
形
に

C
凶
机
が
行
は
る
、
が
、
廿
叫
が
ウ
中

ν
、
フ
て
ア
ル
ミ
ル
グ
砂
時
点
一
日
外
内
山
地
に
て
は
此
段
階

掛
川
'
b
L

む
る

o
y
ン
ρ

ル
t
山
一
ー
丸
二
車
山
内
心
円
年
叫
に
て
は
世
中
日
根
ヰ
制
約
。
千
分
了
じ
乃
6
A
・
0
・
よ
い
恥
ζ

と
だ
。
仰
位
泣
ρ
l
J
Y
γ

の
-
九
二
六
年
訟
に
て
は
土
地
財
産
の
柑
は
百
回
克
に
う
を
二
十
六
布

K
L、
一
高
時
克
叫
下
の
会
献
の
と
き
は
特
に
百
混
血
に
つ
き
十
五
布
と

B
 

L
、
一
一
曲
以
上
二
高
時
克
?
と
奇
は
特
に
官
山
内
克
に
つ
き
二
十
布
と
す
る
の
も
、
此
に
依
る
由
て
あ
ztuv

『
龍
一
七
)

4
-
1
1
ジ
ー
ラ

y
y
に
て
は
一
丸
一
三
年
法
に
て
封
地
相
が
一
一
一
部
よ
り
成
り
、
共
一
は
後
に
い
ふ
也
加
果
話
鴻
枕
で
あ
り
、
今
一
位
不

布
地
主
抵
、
そ
し
て
、
も
一
が
比
に
い
ふ
も
O
で
あ
る
@
廿
は
土
地
内
不
改
良
倒
惜
の
一
時
に
つ
い
て
一
月
山
静
油
唱
を
却
し
、
此
は
一
千
O
R

時
四
以
下
に
て
は
力
百
磁
を
控
除

L
、
倒
値
白
上
ぼ
る
に
従
ひ
、
段
々

ξ
此
控
除
制
を
減
巴
て
、
二
千
宜
百
磁
以
上
に
て
は
柱
時
を
行
は
ぬ
と
し
て

日
間
号
。
プ
ロ
イ
守

i
に
依
る
と
、
ク
イ
ン
ス
ラ
シ
ド
に
て
は
同
一
比
叫
申
に
て
地
閣
の
上
る
に
従
ひ
控
除
額
を
減
砂
す
る
こ
と
に
上
る
間
接
累
地

m刊

に
依
る
と
い
ふ
が
、
ミ
ル
λ

に
依
る
と
共
は
疑
問
て
あ
る
。

B
基
本
税
の
外
に
追
加
枕
を
課
す
る
こ
古
に
よ
る
も
の
一
|
ー
が
ゐ
る
。
其
も
・

い
単
な
る
比
例
率
を
追
加
税
ご
し
て
識
し
、
基
本
税
ご
相
待
つ

t
初
め

τ
累
進
ご
な
る
も
の
が
ゐ
り
(
註
一

論

鑓

第
六
磁

第
二
十
九
巷

J、
O 

地
租
に
於
け
る
累
匙
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E街

設

パ‘。

地
組
に
於
け
る
累
誕

第
ニ
イ
九
巻

第
六
抗

凹

‘、d

、

ノ、

(ろ)
迫
力11
事b
自
身
t< 

累
茸E
ZE 
な

τ 

基
本
税
ピ
相
待
っ
て
二
重
に
累
進
ピ
な
る
が
あ
る
正
一
九
)
。
前
者
は
あ

ま
A

リ
に
簡
単
に
過
ぎ
る
し
、

会
醐
胴
上

矢
E長

後
者
は
又
、

あ
ま
ム
リ
に
複
雑
じ
な

h
過
ぎ
ゐ
ご
い
ム
誹
を
品
目
れ
向
。

'
り
前
に

ν
ふ
た
超
過
誤
逃
が
糊
め
ら
る
、
。

ヘ
主
問
、

d

'
E
'
t
 
市
川
山
川
に
て
は
、
土
地
町
一
令
改
良
哨
悩
に

一

i

包

一
叫
に
つ
台
小
十
月
山
追
加
腕
を
訓
司
ず
る
c

一
時
に
つ
き
中
川
を
正
釘
に
訓
祉

L
、

ur
外
に
、
百
千
砂
を
組
ゆ
る
土
地
内
不
川
以
内
μ
倒
仙

(
位
-
九
)

ポ
ー
-
Y

シ
ド
に
て
は

一
九
ニ
一
二
年
以
車
、
地
正
は
一
松
川
内
に
て
北
も
つ
イ
」
地
の
租
枇
義
務
組
出
「
h
寸
=
一
プ
ロ
4
7
1

以
上
。
と
き
に

は
、
県
匙
品
加
枯
を
鵠
せ
ら
る
ミ
こ
と
に
な
り
、
五
十
ニ
乃
至

J'u・
山
ハ
ザ
ロ
テ
l
に
て
は
一
般
水
平
半
の

h
m
E
掠
せ
ら
れ
、
寸
七
・
」
ハ
ゾ
ロ
チ
B

H
下
に
て
は
二
制
位
陣
に
相
ま
り
、
凹
・
凹
グ
ロ
ナ
l
に
で
設
周
一
h
削
ま
て
控
除
を
詐
し
た
。
臨
が
-
九
二
山
年
誌
に
て
は
叫
に
之
を
改
正

L
、今

日
に
て
は

H
O
六
グ
ロ
ナ
1
以
上
に
白
与
田
単
品
抱
加
枕
を
識
し
、
ニ
寸
U
A

・
=
0
グ
u
ナ
I
乃
至
人
・
八
心
グ
ロ
チ
E

に
℃
は
ニ
制
を
宥
恕
し
、

八・

λ
O
グ
ロ
チ
l
以
下
の
に
五
割
を
宥
恕
す
る
。
即
ち
一
一
一
十
五
・
ニ

C
乃
至
百
心
六
戸
ロ
チ
ー
に
水
平
牢
が
認
せ
ら
る
h
o

そ
れ
か
ら
百
O
占ハプ

ロ
ナ

I
U
上
に
於
吋
る
累
匙
也
加
柑
は

一
C
穴
t
l
l
一
七
六
グ
ロ
テ
I

K
正
常
串
山
一

O
M声
、
品
加

一
七
六
l
l
l
五
ニ

λ

五一一

λ
ー
ー
一
一
三
三

一
二
三

=
t
i
l
-
一
六
削

C

ニ
六
四

O
I
l
-
凹
三
カ
八

四
三
九
A
l
l
-
六
-
五
八

大
一
五
八
i
|
λ
七
九
六

ニ
O
、
出
品
加

一
日
、
が
弛
加

同
O
、
出
品
加

五
O
、
同
也
加

六
O
、
が
品
加

入

O
、
岸
地
加
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と
u、
..s， A 
の占

τ九
、

る、

"'ぬ長

」ニ

一0
0
、
出
泣
加

地
凶
オ
グ
ヲ
ハ
マ

O

一
九

α入
年
の
累
進
地
利
は
、
六
百
附
十
エ
ー
カ
ー
以
J
山
大
土
地
所
前
引
に
到
し
て
、
副
側
内
不
副
司
枕
山
抗
加
肱
聖
誕
ナ

る
も
の
ど
あ
る
。
モ
し
て
共
同
土
地
白
改
良
部

E
除
い
た
も
の
に
認
せ
ら
れ
、
比
べ
は
又
、

六
四

O
「
l
l
一
、
ニ

λ
o、
z
l
カ
i
の
平
均
謀
柑
倒
他
弗
・
:
此
乃
削
き
超
過
円
百
分
一
白
四
分
一

一
、
二
八

O
、
l
l三、
o
o
o
f
-

此
の
如
き
姐
地
内
自
分
一

二、

o
o
o
f
-出、
υ
υ
o、
E
E
-
-
.
，
.
・
向
山
由
百
分
-
一

五、

0
0心
「
|
一

o、
0
0
0
、
ゅ
白
内
山
"
い
占
同
右
の
肝
分
五

一
0
6
0
(い一、

!
l一一五、
c
o
f、
-
-
:
:
-
-
-
制
治
白
百
分
十

}
L
l
戸

l
ι

づ
き
二
十
山
と
L

J

J
地

ω
一
二
百
二
十
一
到
Z

刻
は
凡
ベ
て
凶
幼
告
に
此
柑
か
ら
兜
ぜ
ら
る
、
か

山

L
、
此
枕
は
柿
市
に
は
拍
ん

r旭
川
は
な
い
。

そ
し
『
土
庁
向
訓
枇
倒
仙
は

-
究
智
に
ク
イ
ン
λ

ラ
シ
ド
に
て
は

正
古
川
岨
租
白
外
に
、
二
千
訓
百
倍
以
J
O
地
倒
に
塩
加
祉
と
し
て
超
過
巣
地
を
諜
し
.
共
は
一
千
五
百
乃
若

。

二
千
乃
主
凹
千
砂
に
つ
き
一
月
牛
、
凹
千
時
以
上
に

J

砂
に
つ
官
二
月
と
す
る
。

三
千
妙
に
、

一
時
に
つ
き
一
月
、

そ
れ
か
ら
一
一
品

1
ジ
1

ア
ン
ド
由
一
八
九
一
年
法
に
て
ば
五
千
時
以
下
り
倒
悩
に
て
は
一
砂
に
つ
き
一
月
山
部
泊
申
が
拠
せ
ら
れ
、
共
以

1
山
に

は
各
組
に
よ
り
八
分
の
-
月
づ
つ
を
噌
加
し
た
る
也
加
枯
を
測
し
、

ち
異
辿
加
枯
は

E
千

l
l
一
高
時

一
部
l
1
L
一
一
高
砂

ニ
山
l
l
s
z
一一品磁

一一一高

l
l凹
高
砂

凹
高

l
l
E高
磁

一
十
一
一
両
傍
叫
止
の

l
地
肘
産
に
て
三
月
間
分
三
を
州
A
ζ

と
に
な
る
。
帥

t

、、，

;E

-ノ

4
7
一

i
J

入
分
-
一
月

λ
分
一
二
月

八
分
凹
月

λ
分
荒
川

，，̂ 自制

盤

:11. 

第
二
十
え
巷

F、。

地
租
に
於
け
る
累
泊

第
大
都
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言面

議

λ
O
四

地
相
に
於
け
る
累
歯

第
二
十
九
巻

第
プて
披

プサZ

玉
商

1
i七
高
磁

七
高
l
|
九
説
場

L
Z
a
a
5
3
 

J
a
Z
A
P
-
-
t
a

，4
，F

宵

μ
却
吻

十
一
向
|
|
十
三
均
時

十
一
一
一
向

1
|十
賀
高
砂

イ
五
時
l
|
十
七
高
唖

十
七
市
内
|
|
ι
寸
九
時
柑

十
九
陥
l
|
ニ
イ
一
一
品
磁

…
十
一
削
船
比
此
J

凡
分
六
斤

八
分
七

H

a
L
l
 

』

t
y

一
片
λ
分
一

一
月
八
分
一
「

一
片
八
分
一
二

一
月
八
分
間

a
L
S

置、
T
Y

J
ノ

4
J
l

』

l
k
、、
J

j
ノ
F
ノ
，

但
し
土
地
改
品
部
に
は
比
例
串
の
み
を
鵡

L
、
累
進
は
不
改
品
部
に
白
み
識
せ
ら
れ
る
。
-
九

or一
年
に
此
累
地
也
加
枕
が
下
白
方
に
て
低
減
し

一
九

O
七
年
に
は
一
血
広
凹
高
時
以
上
白
血
に
て
組
車
を
引
よ

上
申
ー
方
に
て
引
上
げ
ら
れ
、
十
士
分
一
片
に
相
ま
り
一
一
一
月
に
至
る
と
と
に
な
っ
た
。

げ
、
一
九
一

C
年
に
は
一
層
目
指
串
を
行
研
、

一
九
三
一
一
年
に
ロ
此
幽
心
地
机
が
三
部
よ
り
成
る
こ
と
に
な
り
て
、
共
ニ
坤
が
此
に
い
ふ
温
加
枇

て
、
五
千
磁
を
組
ゆ
る
土
地
財
産
自
一
一
明
に
つ
沓
一
月
内
三
十
ニ
分
一
に
相
ま
り
、
段
々
噌
し
て
、
二
十
高

A
以
上
に
て
一
曹
に
つ
き

ZEH品
分

五
に
主
る
も
の
と
な
っ
た
岨

二
一
特
殊
採
進
に
依
る
も
の

A
土
地
の
管
理
方
法
の
相
漣
に
依
る
差
等
一
課
税
|
l

r
、い

自
作
ご
小
作
ご
を
匝
別
し
て
自
作
を
小
作
に
比
し
て
聴
謀
す
る
方
法
(
註
二
O
)
、

ろ
在
住
地
主
己
不
在
地
主

t
を
区
別
し
て
在
住
地
主
を
不
在
地
主
よ
り
も
軽
課
す
る
方
法
(
詰
二
一
」
。

(
位
ニ

O
)

ル
メ
一
一
ア
に
て
は
自
作
奨
帥
の
縞
晶
、
小
作
地
を
自
作
地
よ
り
も

I

仙
〈
謀
税
し
、
所
有
者
が
自
作
す
る
と
き
は
五
回
、
所
有
者
が
自
凶

}ensen， 1. c. p・ 412 •Seligman， 1. c. p. 95叩7.25) 



に
在
住
し
て
他
人
に
共
土
地
を
賃
貸
す
る
と
脅
は
六
回
世
課
す
。
ク
い
叶
シ
ス
ラ
ン
ド
に
て
も
、
土
地
所
有
者
自
身
(
不
在
岨
主
-
合
祉
を
除
〈
)
か

お

ら
農
業
、
乳
庫
、
牧
市
に
用
ゐ
ら
る
ゐ
土
地
は
特
別
宥
恕
を
提
{
る
。
我
邦
に
て
も
義
務
者
(
法
人
世
除

f
)
白
住
所
地
市
川
村
且
共
隣
持
市
川
村

内
に
時
け
る
田
畑
地
価
四
合
計
金
額

其
同
居
家
族
円
分
と
合
算
し
て
二
百
聞
未
揃
な
る
主
告
田
畑
地
相
を
発
除
す
る
{
小
作
に
附
L
た
同
畑
を

除
〈
)
と
な
っ
て
居
る
。
や
も
同
趣
旨
正
。

「
臨
-
=
)

ル
メ
ユ
ア
に
て
は
、
土
地
所
有
者
が
自
闘
に
在
住
し
て
他
人
に
賃
貸
す
る
と
き
は
六
舛
を
課
す
る
が
.
不
在
者
印
ち
件
闘
訓
杭
な
る
と

き
は
共
二
倍
・
即
ち
一
一
一
掃
を
課
す
る
叫
南
波
洲
に
て
は
、
一
年
以
上
岡
外
に
在
る
不
在
地
主
の
場
合
に
二
割
由
港
加
輸
を
識
す
る

ζ

と
与
し
明

二

A
'
u
i
ヌ
シ
ド
に
て
は

一
一
平
叫
上
不
在
な
る
者
に
コ
制
を
品
加
課
柑
し
た
が
、

一
九

O
一
一
一
半
に
此
年
院
を
改
め

c
一
年
と
し
、
品
川
町
制

合
を
沼
制

ι引
上
げ
た
。
一
丸
一

O
M
T
に
は
年
四
を
更
に
改
め
て
、
四
年
間
白
砂
〈
止
も
中
分
不
在
な
る
も
白
と

L
、
一
九
三
ニ
午
に
は
、
地
租

。

の
第
三
部
と
し
て
不
荘
地
主
に
は
黒
地
担
加
拾
を
証
制
だ
け
患
加
凱
拾
す
る
と
と

L
L
た。

)
 

楼
測
嚇
邦
の
地
利
仕
不
布
地
正
白
井
』
布
住
者
と
に
よ
り
て
申
を
別
に
す
る
。
其
一
九
一
四
年
法
に
依
れ
ぼ
れ
北
住
者
に
は
諜
枇
倒
値
引
七
前
五
千
蹄

よ
り
も
大
で
な
い
と
き
に
は
、
其
第
五
轄
の
草
位
同
割
…
ー
と
し
、
共
謀
酷
偏
値
一
部
を
警
官
、
計
…
引
片
づ

Z
加
へ
る
。

で
枯
由
平
均
唱
の
計
算
。
鴻
め
山
公
式
は
回
目
工
白
|
い
|
ヰ
く
H
掛
輔
誼
時
8
端

岡
田

~Jo

、，
M
い
不
在
者
の
場
合
に
は
鵠
袷
倒
値
が
五
千
晴
よ
り
忠
大
〈
な
い
と
き
に
は
税
事
は
一
時
に
つ
き
一
月
ξ
t
、
五
千
噛
よ
り
も
大
い
と
き
に
は
、
一

時
K
つ
週
一
月
の
車
が
第
一

u
u
f確
に
劃
加
せ
ら
れ
、
共
土
白
狐
に
は
前
山
と
同
一
の
閥
均
組
事
出
識
せ
ら
れ
る
。

γ
、
か
‘
了
。
割
に
於
凶
り
る
平

A
F
 

均
税
事
。
肝
却
の
一
公
式
は
同
H
N
+
|四

l
ヰ
何
日
(
同

4
事
岬
酷
FW
山
伊
首
脳
嚇
)
て
あ
る
a

岡
田
可
出
。

( B) 
論(い)土

産11 t也
用の
促用

柚進法
租のの

-~錫相
官:め違
骨のに
署特依
唖 JJIJ る

職差
税等

課
税

第
六
揖

セ、

第
二
十
九
巻

議

λσ
五
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論

議
1
一
定
の
刺
用
情
態
へ
の
特
別
斡
税
(
匙
ニ
ニ
〕
O

a
利
用
の
選
落
に
よ
h
其
藩
な
・
9
し
も
の
へ
の
特
別
値
税
富
三
一
)
。

ろ
抑
雌
の
要
ゐ
る
も
の
に
制
劃
す
る
特
別
重
枕
.

-
奈
修
則
の
土
地
へ

ω重
枕
(
註
ニ
凹
)
、

2
不
利
則
土
地
へ
の
-
貰
税
註
-
一
五
万

地
租
に
於
け
る
思
議

第
六
揖

第
二
十
九
巻

入

λ
O
六

{
註
ニ
ニ
)
ク
イ
ン
ス
ラ
ン
ド
に
て
は
、
一
九
一
大
与
訟
に
亡
一
般
地
組
の
」
に
平
改
良
地
に
地
倒
一
碕
に
つ
き
ニ
月
白
也
加
枕
を
諒
す
る
。
(
反

面
に
改
良
地
は
削
世
話
と
な
る
}
ル
メ
一
一
ア
に
て
は
森
林
を
胸
部
し
農
地
を
之
よ
り
も
重
〈
課
す
岨

我
邦
に

τ土
地
自
柿
猟
に
よ
り
宅
地
、
田
畑
、
共
他
に
て
匝
別
し
た
柑
山
中
を
温
即
す
る
の
は
恐
ら
〈
或
も
の
を
宥
恕
す
る
の
で
は
な
〈
.
法
定
課

枕
楳
曲
中
由
貿
際
に
近
接
す
る
度
合
自
大
小
を
見
て
差
品

L
た
も

ωて
あ
ら
う
。
但

L
我
邦
に
C
も
、
官
有
の
水
面
在
地
立
て
又
は
干
拓
し
民
有
に

服
し
た
る
土
地
、
耕
地
盤
四
世
施
行
に
よ
り
其
地
域
内
の
岡
市
山
森
林
脈
問
父
は
荒
誕
地

E
閥
抗
し
て
第
一
縞
地
と
し
た
る
と
き
‘
岡
山
但
由
水
面

を
地
立
て
又
は
干
拓
し
て
民
有
地
と
し
た
る
と
き
、
匙
林
地
な

rに
一
定
期
間
免
机
す
る
由
は
、
此
に
い
ふ
別
用
促
品
砲
の
銭
的
自
制
枕
由
一
方
法

で
あ
る
。

(
陸
ニ
三
}

前
出
誌
一
四
品
世
間
。

(
健
一
-
回
)

一
般
地
租
白
上
に
、
品
加
枕
を
課
す
る
と
い
ふ
乙
と
だ
凶

1
1尤
も
錨
遁

阿
世
牙
に
て
は
、
岩
静
用
地
(
狩
独
地
.
保
盤
地
年
)
に
は
、

に
て
は
寸
ス
ポ
ル
ト
』
用
山
土
地
を
却
っ
て
辺
見
す
る
倒
が
あ
る
。
例
之
、
ア
シ
ハ
ル
ト
に
て
は
遊
戯
場
{
λ

ボ
ル
ト
プ
レ
ツ
ツ
エ
)
を
先
祖
L
、
プ

ヲ
ウ
シ
シ
ユ
ワ
イ
ヒ
に
で
も
、
揺
動
及
ス
ぜ
ル
ト
協
合
目
土
地
(
此
日
的
に
専
ら
用
立
つ
所
由
)
を
圭
〈
R
は
一
部
発
柑
す
る
叫
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(
註
ニ
E
}

前
出
註
一
三
世
間

C
土
地
の
等
級
に
依
る
差
等
説
枕
1

|
此
は
地
税
を
土
地
の
何
等
か
の
困
問
値
の
大
小
仁
依
ら
ψ
・
撃
に
土
地
の

面
積

ω大
小
に
依
っ
て
課
す
る
が
如
註
場
合
に
、
之
に
業
等
を
附
す
る
勉
め
・
十
遍
に
等
級
守
分
〈
る
の
で
あ
っ

て
全
く
例
外
的
な
る
粗
な
る
課
税
方
法
に
属
す
る
{
計
二
六
〉
0

(
位
二
六
)

此
針
路
闘
に
副
に
行
は
れ
て
居
る
。
此
凶
旧
制
市
院
に
謀
せ
ら
る
土
地
代
粧
が
、
其
都
市
の
行
政
上
山
置
さ
、
人
口
白
密
度
、
商
工
業

。
段
語
、
突
組
事
伯
、
近
接
農
業
地
の
牧
誼
能
力
に
よ
り
て
各
都
市
在
十
組
に
分
ち
、
或
都
市
中
白
土
地
は
凡
べ
て
同
一
申
を
越
し
、
其
串
は
而

岬酬に
b
f

り
.
Aい
也
捕
仇
治
地
内
平
均
欣
掛
抗
力
配
帯
出
し
て
山
人
め
ら
れ
る
。
品
一
九
一
一
f
h
T
法
v
h

依
る
と
、
〕
平
方
メ
ー
ト
ル

K
つ
也
管
志
内
砧
を

Mm 

叫
す
町
{
ヨ
.
A

ヅ
ク
)

第
一
韓
地

節
三
臨
地

第
五
披
地

第
七
醜
地

第
九
臨
地

第
二
臨
地

停
凹
競
摂

第
六
蹴
地

第
λ
錦
地

第
十
曲
拠
地

。、O
大

。、一
E

O
、二五。、ニ-

E

O
、
六
五

。、O
三

O
、一

c

o、二
0

0
、=一

0

0
、
四
五

D
救
糠
の
怨
め
の
差
等
課
税
|
l
z
い
ふ
の
は
自
然
的
の
漣
災
じ
よ
り
不
利
を
被
ち
た
る
も
の
又
は
法
律
上
の

拘
束
に
よ
h
不
利
の
墳
に
置
か
る
、
も
の
に
特
に
お
怒
を
輿
ふ
る
の
趣
旨
に
出
づ
る
も

ω
で
あ
る
註
ニ
七
)
。

(
健
二
七
}
例
之
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ユ
ワ
イ
ヒ
に
で
、
一
九
二
七
年
誌
に
亡
普
組
白
土
地

A
m
E抑
白
陪
申
は
諒
棺
駆
車
内
千
分
=
一
、
だ
の
に
、
全
部
又

位
一
部
、
闘
ゆ
住
居
組
制
法
に
従
ふ
も
A

り
に
は
千
分
ニ
・
凹
a

と
い
ふ
ゆ
し
く
値
い
山
中
を
識
す
る
岨
我
聞
に
て
砂
防
法
に
k
り
一
定
。
行
鵠
を
禁
止

歯

能

地
唖
に
掛
け
る
累
盈

第
ニ
十
九
巷

λ
o
t
 

第
六
腕

九
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34) 

33) 



市

讃

地
租
に
於
け
る
畢
匙

第
二
十
九
谷

入

O
八

第

腕

O 

又
は
制
限
せ
ら
る
L

土
地
主
会
党
し
、
荒
地
‘
提
害
又
は
天
候
不
加
に
よ
り
牧
師
世
皆
無
と
な
る
も
の
を
一
定
期
間
兜
私
す
る
が
如
き
も

H
一
趣
旨

の
も
の
で
あ
る
。

高古

日命

以
上
袈
之
、
地
視
の
税
率
以
比
例
ご
い
ふ

h
t
が
可
な
り
底
〈
人
の
一
瑚
営
支
配
し
て
居
る
げ
れ
♂
も
、
熟
考
す

れ
は
地
羽
仁
も
川
知
混
を
秘
川
す
ぺ
き
却
山
が
印
刷
力
旅
川
w
h

」
仁
も

生
遊
H
A
枇
品
目
政
策
上
に
色
、

嘩
己
注
迩
K
一

f
b

f
j
j
主

l

存
す
る
ご
い
ふ
を
見
出
す
し
、
そ
し
て
既
に
之
を
採
用
し
た
先
例
が
色
々
の
形
式
に

τ存
在
し
て
居
る
の
に
か

ら
、
今
、
我
国
り
地
租
を
改
正
す
る
な
ら
ば
.
此
鞘
を
も
考
宛
し
て
相
蛍
に
之
を
取
入
れ
て
は
何
う
か
ご
忠
ふ
。


